
考える前に・・・経験してみよう！！   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この研修は、北海道での漁業就業を希望する人を対象にした「道立漁業研修所」の体験型短期研修です。 

 

漁業者入門研修募集要領 

◆受講対象者  つぎの（１）～（３）の全てに該当する人 

（１）Ｕターン・Ｉターン・転業等により将来北海道内での新規漁業就業を希望する人 

（２）令和４年４月１日現在、原則として４０才以下の成人（年齢は要相談） 

（３）全ての日程に参加できる人 

※この研修を受講することが、将来、北海道で漁業者となることを保証するものではありません。 

なお、北海道漁業就業支援協議会では、漁業就業希望者からの就業相談に応じています。 

◆研修期間 令和４年７月２５日（月）～ 令和４年７月２９日（金） ５日間 

◆場  所 北海道立漁業研修所（北海道茅部郡鹿部町字本別５４０番地１９８） 

◆研修内容 ・体験：ロープワーク、アバリ（網針）の使い方、網修理、乗船実習等 

・座学：北海道漁業の現状、漁具漁法、漁師になるには、意見交換等 

◆定  員 １０名（定員を超えた場合には、選考のうえ受講者を決定させていただきます。） 

◆募集期間 令和４年５月１６日（月）～令和４年６月２４日（金） 

◆研修参加に要する自己負担金 １７，５００円程度（当研修所までの往復交通費は、含みません。） 

※ 研修中は、当研修所併設の宿泊施設に宿泊していただきます。上記には、食費、宿泊費を含みます。 

 

◆申込み先 北海道立漁業研修所 

〒041-1404 北海道茅部郡鹿部町字本別５４０番地１９８ 

℡０１３７２－７－５１１１ FAX ０１３７２－７－３０４２ 

U R L ： http://www.host.or.jp/net/gyoken/ 

◆問い合わせ先 

①漁業就業等に関すること 

北海道漁業就業支援協議会（北海道水産会内） 

〒060-0003 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道水産ビル内 

℡０１１－２８０－３００７ FAX ０１１－２７１－５０５３ 

②研修内容、研修所の所在地情報や交通事情等に関すること 

上記申込先（北海道立漁業研修所） 

★ 主催：北海道・道立漁業研修所  協賛：北海道漁業就業支援協議会 ★ 


